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創設に係る提言

CultureFirst推進団体

はじめに

Ｉ二ついて

■私的録音録画補償金制度の見直しについては､2003年４月４

日に行われた｢文化庁:私的録音補償金制度見直しの検討｣を
皮切りに､2004年から2005年にかけては｢法制問題小委員

会｣、2006年から2008年までは｢私的録音録画小委員会｣の場

において議論が行われたが､2009年に(株)東芝による録画補

償金の支払い拒否による訴訟が提起されたことにより、検討の

場が失われ､さらにその後も制度と実態の示離が拡がり続ける
まま､今日に至っています。

■さらに､昨年11月の最高裁決定により、現行の私的録音録

画補償金制度は､事実上その機能を停止してしまいました。

■このような状況を打開するため、ユーザーの利便性向上に配

虐しつつ、 クリエーターへの適切な対価の還元寮実現するため

の、新たな制度に閏する考え方について提言を行います。
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(3)デジタル録音録画の普及

その後､録音･録画機器や記録媒体が急速に発達･普及し､私的複製が広範かつ大量に行われ､さら

に､デジタル方式の録音･録画機器や記録媒体の高性能化と低価格化が進み､市販用のCDやDVDと同
質の複製物が簡単に作成されることとなりました｡その結果．､権利者の経済的利益が著しく損なわれ､ベ
ルヌ条約9条2項(註~1)や著作権法30条における複製権の制限の許容範囲を超えるような状況に至り、
私的複製によって生じる権利者の不利益を救済することの是非について議論されることとなりました。

、

註1）ペルヌ条約9条2項は､｢特別な場合であって_著作物の通常の利用を妨げず､かつ､著作者の正当な利益を不当に害しない」
場合には_加盟国の法令で複製権を制限することができることを定めています。

Ｉ現行聯償金制度｣導入前

(1)旧著作権法

1899(明治32)年に施行された旧著作権法では､発行済みの著作物の私的複製は著作権侵害とみなさ
ないこととされていましたが､器械的化学的方法によらないことが要件として付されていたため､その方
法は手写等に限定されていました。

(2)現行著作権法

1970(昭和45)年に著作権法が全面改正された当時､複写･録音機器等は発達･普及の途上にあったこ
と､国民の私的領域における教養･娯楽などの文化的諸活動を円滑に行わせる必要があったこと､私的
複製に係る複製権を制限しても権利者への不利益は零細であったことなどに鑑み､現行著作権法では、
従来どおり私的複製は権利者の許諾を得ることなく自由かつ無償で行なうことができることとするととも
に､複製手段を手写等に限定する要件は廃止されました。

なお､この法改正と併せて､今後複製手段の発達･普及のいかんによっては著作権者の利益を著しく害
するに至ることも考えられることから､この点について将来再検討が必要であることが指摘されていまし
た。

画

目

(1)補償金制度の導入

録音･録画機器等が飛躍的に進歩していく中､]L970年代から1990年代にかけて､私的複製と権利者の

経済的利益の調整を図るための制度の検討が官民双方の場で行われた結果､1992(平成4)年１２月の

著作権法改正によって､従来どおり私的複製は権利者の許諾を得ることなく自由に行えることとする一

方､権利者の経済的利益を保護するため､私的録音録画補償金制度を導入して一定の補償措置が講じ

られることとなりました。

現行補償金制度の導入から機能停止まで

(2)補償金制度の機能停止

ところが､制度の導入後に生じたパソコンやその周辺機器等の爆発的な普及により､音楽や映像の複

製は､補償金制度が対象とする専用機器･媒体から､それらの汎用機器･媒体へとシフトしていきまし

た｡それに伴って補償金制度は､実質的な機能を次第に失っていきますが､ついに2012年､現行制度の

脆弱性をついて､アナログチューナー非搭載DVDレコーダーに係る録画補償金の支払を拒否した㈱東芝

と私的録画補償金管理協会(SARVH)との訴訟において､最高裁が､｢録画補償金制度はアナログ放送

を録画源とするものであるから､デジタル放送のみ録画する当該レコーダーは特定機器等に該当せず

補償金の対象とはならない｣と判断した知財高裁判決(註2)を支持したことで､録画補償金制度は致命

的な打撃を受けました｡この最高裁決定により､政令の定め方には不備があることと､アナログ放送が

停波した20ﾕ1年７月24日以降､現行制度の下では事実上録画に閏する特定機器等は存在しなくなること

によって録画補償金制度が崩壊することの2点が明らかになりました｡これと並行して､録音補償金制度

についても､制度が対象とする機器･媒体等と､実際に複製が行われている機器･媒体等に大きな乗離

が生じた結果､事実上の機能を失いつつあります。

註2）一審の東京地裁判決は､当該レコーダーは特定機器等に該当し補機金の対象となると判断しました｡また､この訴訟に先立

ち､文化庁の著作権課長はSARVHの照会に対して､当該レコーダーが特定機器に該当することを諜面で回答しています。４
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⑬

私的録音録画補償金徴収額の推移

■私的録音補償金

音楽用CD-Rなどの需要が下支えして、

0円にはならないまでも､ピーク時の４
～５％程度に激減。(2013年は上半期の数字）

■私的録画補償金

2012年の最高裁決定により､東芝裁判
の権利者側敗訴が確定｡現行の製品

はすでにデジタル放送専用機にすべて
移行しているが､確定した判決におい
ては､デジタル放送専用機が制度の対
象とはならないと判断されたため､２０１３

年には､ついに徴収額が０円となる。

貢
●

現行制度の概要と問題点現行制度の概要と問題点

（１）概要

我が国の著作権法では､政令で指定された録音･録画機器と録音･録画用記録媒体(以下｢特定機器

等｣といいます｡）を用いて私的複製を行う者が補償金の支払義務者であることを原則としつつ､製造業

者又は輸入業者(以下｢製造業者等｣といいます｡)が協力義務者として特定機器等の販売価格に補償

金を上乗せし､購入者から受領した販売代金の中から補償金相当分を指定管理団体に支払うことを特

則として定め､実際の補償金制度もこの特則に基づいて運営されてきています。

（２）問題点

第１に､補償金の対象範囲が内閣の制定する政令によって決められていることです｡そのため､新たな

録音･録画機器等を政令で指定するに当たっては､関係省庁である文部科学省と経済産業省との間の

合意が前提となることから､当該機器等が大量に流通していても､関係省庁間の合意がなければ当該

機器等は補償金の対象とはならないのです｡現実に､高性能なデジタルオーデイオプレーヤーや大容量

の外付けハードディスクなどが次々と製造･販売され､録音や録画の手段として広く普及しているにもか

かわらず､これらは依然として補償金の対象とされていません。

第２に､特定機器等の製造業者等は､補償金の支払義務者ではなく､補償金の請求.受領に閏する協力

義務者とされていることです｡前述したSARVH対東芝訴訟の一審判決は､製造業者等の協力義務は法

的強制力を持つものではないと判示しましたが､この考え方によると､製造業者等が協力義務を遂行し

なくても法律上何らの責任も負わないこととなり､そうなれば補償金制度は事実上機能しません。
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2001年ｉPod発売

2002年Winny登場
溝うた配信開始
Amazonマーケットプレイス開始
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萌溌製｛二赫議る補償|⑳意義に鋤いて私

■デジタル複製技術が高度に発達した現代社会では､芸術や文化の享受

は私的複製を抜きにして考えることはできません｡その際､私的複製に関係
する｢ユーザー｣、｢複製手段を提供する者｣、｢権利者｣の三者の利益のバラ
ンスを考えることが必要です。

■｢ユーザー｣は、自由かつ無許諾で著作物の私的複製を行うことを通じて

教養や娯楽などの文化的諸活動を簡便に行うことができます｡｢複製手段を

提供する者｣は､利用者が著作物の私的複製を行うことを前提として､複製

､機能を有する大量の機材を製造｡販売したり､サービスを提供することによ
り、大きな利益を得ています。

■これに対し､「権利者｣は､創作活動によって著作物を社会に提供していま

すが､複製権の制限を受け、日々行われる大量の私的複製から正当な対価

の還元を受けることができません｡現行の補償金制度が事実上機能しない
_現状において_三者の関係は余りにもアンバランスと言わざるを得ません。

■このようなアンバランスな状態を正常な状態に修正するためには､上記の

三者における利益の帰属の実態に着目し､経済合理性を備えた補償制度を
新たに創設することが必要です。

７

・１０

音楽使用料の減少と複製機器等の普及(jASRAC調べ）

・園０

10240

日本国内の主な出来率

1992年ミニデイスク（MD）発売

1993年感的録脅録仙軸砿金制度導入
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■
唾

新たな補償制度創設に係る提F言

〃

(1)補償の対象は私的複製に供される複製機能とする

機器､媒体､サービスの別を問わず､私的複製に供される複製機能を

補償の対象とする。

(2)新たな補償の支払い義務者は複製機能を提供する事業者とする

私的複製に供される複製機能を構成する機器<媒体､サービス等の

手段を利用者に提供する事業者を支払い義務者とする。

巴
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(公社）日本文蕊家協会

理事長篠弘

(協）日本脚本家連盟

理事長中島丈博

(協）日本シナリオ作家協会

理事長西岡琢也

(一社)全日本テレビ番組製作社連盟

理事長倉内均

(一社）日本映画製作者連盟

会長大谷信義

(一社）日本動画協会

理事長布川郁司

(社）日本映像ソフト協会

会長桐畑敏春

(協）日本映画製作者協会

代表理事新藤次郎

(公社）日本芸能実演家団体協議会

会長野村閏

(一社）日本音楽事業者協会

会長堀義貴

(一社）日本音楽出版社協会

会長谷口元

(－社）日本音楽制作者連盟

理事長大石征裕

(一社）日本音楽著作権協会

会長都倉俊一

(一社）日本レコード協会

会長斉藤正明

日本音楽作家団体協議会

理事長志撹大介

詩と音楽の会

会長平井丈一朗

全n本音楽薪作家協会

会長代行袴田宗孝

全日木児童音楽協会

会長北瀧秀夫

日木音楽著作家連合

会長志賀大介

日本現代音楽協会

会長福士則夫

(公社）日本作曲家協会

会長叶玄大

(一社）日本作曲家協議会

会長松下功

CultureFirst推進８５団体

(一社）日本作詩家協会

会長里村龍一

日本作編曲家協会

会長服部克久

日本詩人連盟

会長宮川としを

(一社）日本童謡協会

会長湯山昭

日本訳詩家協会

会長永田文夫

名古屋放送芸能家協議会

・理事長舟木淳

(一社）日本映画俳優協会

理事長大林丈史

(社）日本喜劇人協会

会長小松政夫 ．

(一社)日本芸能マネージメント

事業者協会理事長山崎訓

(公社）日本劇団協議会

会長西川信庇

日本新劇製作者協会

会長水谷内助義

日本新劇俳優協会

会長佐々木愛

(－社）日本人形劇人協会

理事長大江健司

(公社）日本俳優協会

会長坂田藤-|一郎

(協）日本俳優連合

理事長西田敏行

(一社)日本ﾓﾃ゙ﾙｴー ｼ゙ｪﾝｼー協会

理事長大庭洋一

(一社)人形浄瑠璃文楽座むつみ会

代表理事吉田玉也

(公社）能楽協会

理事長野村関

大阪三曲協会

理事長菊Ⅲ月清

(－社）関西常磐津協会

理事長常磐津一巴太夫

(一社）義太夫協会

代表理事波多一索

清元協会

会長清元延涛太夫

(特活）筑前琵琶連合会

理事長中村旭園

(公社）当道音楽会

理事長駒井邦夫

常磐津協会

会長常磐津文字太夫

(一社）長唄協会

会長鳥羽屋里長

名古屋邦楽協会

会長長谷川栄胤

(公社）日本三曲協会

会長川瀬順輔

日本琵琶楽協会

会長山岡知博

(公社）日本演奏連盟

理 事長伊藤京子

(公社）日本オーケストラ連盟

理 事長児玉幸治

日本音楽家ユニオン

代表運営委員篠原猛

(一社）日本歌手協会

代表理事田辺靖雄

(－社)I:1本ｼﾝｾｻｲｻ゙ ･ーﾛｸ゙ﾗﾏー協会

代表理事松武秀樹

(特活）日本青少年音楽芸能協会

理事長慶瀬光康

パブリック・イン・サード会

代表幹事椎名和夫

棚:,ﾆーｨﾝ,ﾐｭーﾝｼｬﾝ‘ｱｿｼｴｲｼ言〉,がｬﾝ

理 事長篠崎正嗣

東京バレエ協議会

理 事長高橋典夫

(－社）全日本児童舞踊協会

理事長中村明

(公社）Ｆ|木バレエ協会

会長薄井憲二

(公社）日本舞踊協会

会長団分正明

(一社)ロ本フラメンコ協会

会長演田滋郎

(公社）上方落語協会

会長桂文枝

関西演芸協会

会長桂福団治

(一社）関西芸能親和会

会長羽田たか志

講談協会

会長一龍斎貞水

太神楽曲芸協会

会長鏡味仙三郎

東京演芸協会

会長はたのぼる

(公社）日本奇術協会

会 長 渚 晴 彦

日本司会芸能協会

会長大木凡人

ボーイズバラエティ協会

会長大空かんだ

(社）漫才協会

会長青空球児

(一社）落語協会

会長柳家小三治

(公社）落語芸術協会

会 長 桂 歌 丸

(公社）浪曲親友協会

会長京山幸枝若

(一社)沖縄県芸能関連協議会

会長照喜名朝一

(公社）日本照明家協会

会長沢田祐二

日本舞台監督協会

会長早乙女初穂

日本民俗芸能協会

会 長西角井正大

日本浪曲協会

会長富士路子

日本ミキサー協会

理事長梅津達男

日本児童・紗年剛|馴珊剛l合

代表〕W邸大野幸則

沖縄芸能実演家の会

会長島袋光附

（順不同）


